
 
佐
賀
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
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佐
賀
県
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佐
賀
県
規
則
第
四
十
号 

 
 
 

佐
賀
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

佐
賀
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
の
様
式
第
二
十
三
号
の
項
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六

項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
」
に
、「
、
第
六
十
六
条
の
六
第
二
項
、
第

六
十
六
条
の
七
第
三
項
並
び
に
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
」
を
「
及
び
第
六
十
六
条
の
六
第

二
項
」
に
改
め
、
同
表
の
様
式
第
二
十
五
号
の
項
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
、
第
四
項
、

第
六
項
及
び
第
八
項
」
を
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
項
」
に
、「
、
第
六
十
六
条
の
六
第
二
項
、

第
六
十
六
条
の
七
第
三
項
、
第
六
十
六
条
の
八
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
七
条
第
三
項
」
を

「
及
び
第
六
十
六
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
の
様
式
第
百
二
号
そ
の
一
の
項
中
「
納

税
証
明
書
（
継
続
検
査
用
」
を
「
自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
継
続
検
査
用
・
構
造
等
変
更
検

査
用
」
に
改
め
、
同
表
の
様
式
第
百
二
号
そ
の
二
の
項
、
様
式
第
百
九
号
そ
の
一
の
項
及
び

様
式
第
百
九
号
そ
の
二
の
項
中
「
継
続
検
査
用
」
を
「
継
続
検
査
用
・
構
造
等
変
更
検
査
用
」

に
改
め
る
。 

 

第
七
条
の
二
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
」
を
削
り
、「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
租
税
特
別

措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
」
を
加
え
る
。 

 

様
式
第
三
号
そ
の
六
の
(裏)
中
「第

4
1
条
の
1
8
の
３
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
 

さ
れ
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
対
す
る

」
を
「第

4
1
条
の
1
8
の
２
第
２
項
に
規
定

す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る

」
に
改
め
る
。 
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様
式
第
二
十
三
号
中 

 

土
地
 

・
 
 
・
 

②
 
市
街
地
再
開
発

組
合
等
の
取
得
 

組
合
員
等
(
参
加
組
合
員
を
除
く
。
)

へ
の
譲
渡
年
月
日
 

家
屋
 

・
 
 
・
 

③
 
事
業
協
同
組
合

等
の
取
得
 

組
合
員
又
は
所
属
員
へ
の
譲
渡
年
月
日
 

・
 
 
・
 

譲
渡

④
 
農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
の
農
地
の
取
得
 

交
換
年
月
日
 

・
 
 
・
 

⑤
 
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
 

譲
渡
年
月
日
 

・
 
 
・
 

土
地
 

・
 
 
・
 

⑥
 
外
国
人
留
学
生

の
寄
宿
舎
の
取
得
 

外
国
人
留
学
生
の
寄
宿
舎
の
用
に

供
し
た
年
月
日
 

家
屋
 

・
 
 
・
 

  

土
地
 

・
 
 
・
 

②
 
再
開
発
会
社
の

取
得
 

譲
受
け
予
定
者
等
へ
の
譲
渡
年
月

日
 

家
屋
 

・
 
 
・
 

譲
渡

③
 
農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
の
農
地
の
取
得
 

交
換
年
月
日
 

・
 
 
・
 

④
 
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
 

譲
渡
年
月
日
 

・
 
 
・
 

 

改
め
、
同
様
式
の
注
中
「⑥

」
を
「④

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
中
「市

街
地
再
開
発
組
合
等

」
を
「再

開
発
会
社

」
に
、「組

合
員
等
（
参

加
組
合
員
を
除
く
。
）

」
を
「譲

受
け
予
定
者
等

」
に
、 

 

⑦
 
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
 

譲
渡
予
定
年
月
日
 

・
 
 
 
・
 

土
地
 

・
 
 
 
・
 

⑧
 
外
国
人
留
学
生
の

寄
宿
舎
の
取
得
 

外
国
人
留
学
生
の
寄
宿
舎
の
用

に
供
す
る
予
定
年
月
日
 

家
屋
 

・
 
 
 
・
 

  

⑦
 
土
地
改
良
区
の
換
地
の
取
得
 

譲
渡
予
定
年
月
日
 

・
 
 
 
・
 

 

改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中
「⑧

」
を
「⑦

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

「「 「「

」 」 」 

を に を に 

」 
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（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
二
の

三
及
び
様
式
第
三
号
そ
の
六
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
佐
賀
県
税
条
例
施
行
規
則
様
式
第
三
号
そ
の
六
に
よ
る
用

紙
は
、
当
該
用
紙
が
残
存
す
る
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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